
コロナ禍における原油価格・物価高騰の
影響を受ける事業者の皆様へ

福岡県制度融資「緊急経済対策資金（物価高騰特別枠）」による支援

福 岡 県

平均利益率
利益率は、売上高に対する利益（売上高総利益又は営業利益）の割合を指します。「利益÷売上高」で算定します。
平均利益率は、以下の計算式により、３か月分を一括で計算します。

（３か月間の平均利益率）＝（３か月間の利益額合計）÷（３か月間の売上高合計）

セーフティネット保証５号（原油等の仕入価格の上昇等を要因とするもの）
対象業種（※）に属する事業を行っており、製品等原価のうち２０％以上を占める原油等の仕入価格が２０％以上上昇
しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない方が対象となります。

※対象業種
全国的に業況の悪化している業種を国が指定しています。対象業種については、中小企業庁のHPをご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp

福岡県ではコロナ禍における原油価格・物価高騰の影響を受
ける中小・小規模事業者（個人事業主を含む）の皆さまに対し、
福岡県の制度融資「緊急経済対策資金（物価高騰特別枠）」に
よる資金繰り支援を実施しています。

融 資 対 象

　コロナ禍における原油価格・物価高騰の影響で経営の安定に支障が生
じているものであって、次の①又は②に該当する者
　①直近３か月の平均利益率（売上高総利益率又は営業利益率）が過去
　３か年のいずれかの年の同期比１５％以上減少していることについて、
　商工会議所又は商工会の認定を受けたもの
　②セーフティネット保証５号の認定を受けたもの（原油等の仕入価格の
　上昇等を要因とするものに限る）

融資限度額 　３千万円

融 資 期 間 　１０年以内（据置２年以内）

融 資 利 率 　１．３％

保 証 料 率 　０％（事業者負担分を県が負担）

取 扱 期 間 　令和４年１０月１日～令和６年３月３１日

・融資条件

福岡県商工部中小企業振興課 作成（令和５年４月１日時点）

○手続きの方法

【お問い合わせ先】
福岡県商工部中小企業振興課 電話 092-643-3424
制度の詳細は、県ホームページからご確認いただけます。
（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/r5yuushiseidoannnai.html）

・ 商工会議所・商工会で平均利益率が１５％以上減少していることの認定又は市役所・
町村役場でセーフティネット保証５号（原油等の仕入価格の上昇等を要因とするもの）
の認定を受けてください。

・ 県制度融資「緊急経済対策資金」取扱金融機関にご相談ください。


